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〇
経
済
産
業
省
令
第
二
十
八
号

国
際
的
な
不
正
資
金
等
の
移
動
等
に
対
処
す
る
た
め
の
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え

我
が
国
が
実
施
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法

律
第
九
十
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
及
び
外

国
為
替
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
貿
易
関
係
貿
易
外
取
引
等
に
関
す
る
省
令
等
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
五
月
二
十
六
日

経
済
産
業
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣
大
臣

岡
田

直
樹

貿
易
関
係
貿
易
外
取
引
等
に
関
す
る
省
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
貿
易
関
係
貿
易
外
取
引
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

貿
易
関
係
貿
易
外
取
引
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
年
通
商
産
業
省
令
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
銀
行
等
、
資
金
移
動
業
者
又
は
電
子
決
済
手
段
等
取

（
銀
行
等
、
資
金
移
動
業
者
又
は
暗
号
資
産
交
換
業
者

引
業
者
等
の
確
認
事
務
の
実
施
手
続
）

の
確
認
事
務
の
実
施
手
続
）

第
八
条

銀
行
等
（
法
第
十
六
条
の
二
に
規
定
す
る
銀
行

第
八
条

銀
行
等
（
法
第
十
六
条
の
二
に
規
定
す
る
銀
行

等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
資
金
移
動
業
者
（
資
金

等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
資
金
移
動
業
者
（
資
金

決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
九

決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
五
十
九
号

号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
資
金
移
動
業
者
を
い

）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
資
金
移
動
業
者
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者

う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
暗
号
資
産
交
換
業
者
（
同
条

等
（
法
第
十
六
条
の
二
に
規
定
す
る
電
子
決
済
手
段
等

第
八
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
交
換
業
者
を
い
う
。
以

取
引
業
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
そ
の
顧
客

下
同
じ
。
）
は
、
そ
の
顧
客
の
支
払
等
が
法
第
十
七
条

の
支
払
等
が
法
第
十
七
条
第
一
号
に
掲
げ
る
支
払
等
又

第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
支
払
等
又
は
同
項
第
三
号
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は
同
条
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
く
令
第
七
条
第
一
号
若

の
規
定
に
基
づ
く
令
第
七
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号

し
く
は
第
二
号
に
規
定
す
る
取
引
に
係
る
支
払
等
に
該

に
規
定
す
る
取
引
に
係
る
支
払
等
に
該
当
す
る
と
認
め

当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
顧
客
か
ら
当

ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
顧
客
か
ら
当
該
取
引
又
は
支

該
取
引
又
は
支
払
等
に
係
る
許
可
証
又
は
延
長
許
可
証

払
等
に
係
る
許
可
証
又
は
延
長
許
可
証
若
し
く
は
変
更

若
し
く
は
変
更
許
可
証
（
第
三
項
に
お
い
て
「
許
可
証

許
可
証
（
第
三
項
に
お
い
て
「
許
可
証
等
」
と
い
う
。

等
」
と
い
う
。
）
の
提
示
を
求
め
、
経
済
産
業
大
臣
の

）
の
提
示
を
求
め
、
経
済
産
業
大
臣
の
許
可
を
受
け
て

許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
確
認
の
上
、
当
該
顧
客
と

い
る
こ
と
を
確
認
の
上
、
当
該
顧
客
と
当
該
支
払
等
に

当
該
支
払
等
に
係
る
為
替
取
引
又
は
当
該
顧
客
の
当
該

係
る
為
替
取
引
又
は
当
該
顧
客
の
当
該
支
払
等
に
係
る

支
払
等
に
係
る
電
子
決
済
手
段
等
の
移
転
等
（
法
第
十

暗
号
資
産
の
移
転
を
行
う
も
の
と
す
る
。

六
条
の
二
に
規
定
す
る
電
子
決
済
手
段
等
の
移
転
等
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

銀
行
等
、
資
金
移
動
業
者
又
は
電
子
決
済
手
段
等
取

２

銀
行
等
、
資
金
移
動
業
者
又
は
暗
号
資
産
交
換
業
者

引
業
者
等
は
、
そ
の
顧
客
の
支
払
等
が
法
第
十
七
条
第

は
、
そ
の
顧
客
の
支
払
等
が
法
第
十
七
条
第
一
項
第
三
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三
号
の
規
定
に
基
づ
く
令
第
七
条
第
四
号
に
規
定
す
る

号
の
規
定
に
基
づ
く
令
第
七
条
第
四
号
に
規
定
す
る
貨

貨
物
の
輸
入
に
係
る
支
払
等
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ

物
の
輸
入
に
係
る
支
払
等
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る

る
場
合
に
は
、
当
該
顧
客
か
ら
当
該
貨
物
の
輸
入
に
係

場
合
に
は
、
当
該
顧
客
か
ら
当
該
貨
物
の
輸
入
に
係
る

る
輸
入
承
認
証
の
提
示
を
求
め
、
経
済
産
業
大
臣
の
輸

輸
入
承
認
証
の
提
示
を
求
め
、
経
済
産
業
大
臣
の
輸
入

入
の
承
認
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
確
認
の
上
、
当
該
顧

の
承
認
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
確
認
の
上
、
当
該
顧
客

客
と
当
該
支
払
等
に
係
る
為
替
取
引
又
は
当
該
顧
客
の

と
当
該
支
払
等
に
係
る
為
替
取
引
又
は
当
該
顧
客
の
当

当
該
支
払
等
に
係
る
電
子
決
済
手
段
等
の
移
転
等
を
行

該
支
払
等
に
係
る
暗
号
資
産
の
移
転
を
行
う
も
の
と
す

う
も
の
と
す
る
。

る
。

３

銀
行
等
、
資
金
移
動
業
者
又
は
電
子
決
済
手
段
等
取

３

銀
行
等
、
資
金
移
動
業
者
又
は
暗
号
資
産
交
換
業
者

引
業
者
等
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
上
そ
の

は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
上
そ
の
顧
客
と
支

顧
客
と
支
払
等
に
係
る
為
替
取
引
又
は
そ
の
顧
客
の
支

払
等
に
係
る
為
替
取
引
又
は
そ
の
顧
客
の
支
払
等
に
係

払
等
に
係
る
電
子
決
済
手
段
等
の
移
転
等
を
行
っ
た
と

る
暗
号
資
産
の
移
転
を
行
っ
た
と
き
は
、
当
該
顧
客
か

き
は
、
当
該
顧
客
か
ら
提
示
を
受
け
た
許
可
証
等
又
は

ら
提
示
を
受
け
た
許
可
証
等
又
は
輸
入
承
認
証
の
裏
面
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輸
入
承
認
証
の
裏
面
の
「
銀
行
等
、
資
金
移
動
業
者
又

の
「
銀
行
等
、
資
金
移
動
業
者
又
は
暗
号
資
産
交
換
業

は
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
等
の
記
載
欄
」
に
当
該

者
の
記
載
欄
」
に
当
該
支
払
等
に
係
る
為
替
取
引
又
は

支
払
等
に
係
る
為
替
取
引
又
は
当
該
支
払
等
に
係
る
電

当
該
支
払
等
に
係
る
暗
号
資
産
の
移
転
を
行
っ
た
年
月

子
決
済
手
段
等
の
移
転
等
を
行
っ
た
年
月
日
、
金
額
及

日
、
金
額
及
び
確
認
を
行
っ
た
者
を
記
入
の
上
、
当
該

び
確
認
を
行
っ
た
者
を
記
入
の
上
、
当
該
許
可
証
等
又

許
可
証
等
又
は
輸
入
承
認
証
を
当
該
顧
客
に
返
還
す
る

は
輸
入
承
認
証
を
当
該
顧
客
に
返
還
す
る
も
の
と
す

も
の
と
す
る
。

る
。

（
換
算
の
方
法
）

（
換
算
の
方
法
）

第
十
三
条

令
第
六
条
第
一
項
、
令
第
六
条
の
二
第
三
項

第
十
三
条

令
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
払
等
及
び

若
し
く
は
令
第
七
条
の
二
に
規
定
す
る
支
払
等
、
令
第

令
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
役
務
取
引
の
う
ち
暗

十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
資
本
取
引
に
係
る
支

号
資
産
に
よ
り
さ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
規
定
を

払
等
又
は
令
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
役
務
取
引

適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
本
邦
通
貨
と
暗
号
資
産
と
の

の
う
ち
電
子
決
済
手
段
等
（
法
第
六
条
第
一
項
第
九
号

間
又
は
異
種
の
暗
号
資
産
相
互
間
の
換
算
は
、
当
該
規
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に
規
定
す
る
電
子
決
済
手
段
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

定
に
お
い
て
そ
の
額
に
つ
い
て
当
該
換
算
を
す
べ
き
支

）
に
よ
り
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
当
該
規
定
を
適
用

払
等
が
行
わ
れ
る
日
の
属
す
る
月
の
前
月
の
末
日
の
当

す
る
場
合
に
お
け
る
本
邦
通
貨
と
電
子
決
済
手
段
等
と

該
支
払
等
の
対
象
と
な
る
暗
号
資
産
の
相
場
を
用
い
る

の
間
又
は
異
種
の
電
子
決
済
手
段
等
相
互
間
の
換
算

方
法
そ
の
他
の
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
方
法
に
よ
り
行

は
、
当
該
規
定
に
お
い
て
そ
の
額
に
つ
い
て
当
該
換
算

う
も
の
と
す
る
。

を
す
べ
き
支
払
等
又
は
取
引
が
行
わ
れ
る
日
の
属
す
る

月
の
前
月
の
末
日
の
当
該
支
払
等
又
は
取
引
の
対
象
と

な
る
電
子
決
済
手
段
等
の
相
場
を
用
い
る
方
法
そ
の
他

の
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。

２

令
第
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
支
払
等
の
う
ち

２

令
第
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
支
払
等
の
う
ち

電
子
決
済
手
段
等
に
よ
り
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
当

暗
号
資
産
に
よ
り
さ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
規
定

該
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
本
邦
通
貨
と
電
子

を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
本
邦
通
貨
と
暗
号
資
産
と



- 7 -

決
済
手
段
等
と
の
間
又
は
異
種
の
電
子
決
済
手
段
等
相

の
間
又
は
異
種
の
暗
号
資
産
相
互
間
の
換
算
は
、
当
該

互
間
の
換
算
は
、
当
該
規
定
に
お
い
て
そ
の
額
に
つ
い

規
定
に
お
い
て
そ
の
額
に
つ
い
て
当
該
換
算
を
す
べ
き

て
当
該
換
算
を
す
べ
き
支
払
等
が
行
わ
れ
る
日
に
お
け

支
払
等
が
行
わ
れ
る
日
に
お
け
る
当
該
支
払
等
の
対
象

る
当
該
支
払
等
の
対
象
と
な
る
電
子
決
済
手
段
等
の
相

と
な
る
暗
号
資
産
の
相
場
を
用
い
る
方
法
そ
の
他
の
合

場
を
用
い
る
方
法
そ
の
他
の
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
方

理
的
と
認
め
ら
れ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
四
条

令
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
払
等
又
は

第
十
四
条

令
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
払
等
及
び

令
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
役
務
取
引
の
う
ち
外

令
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
役
務
取
引
の
う
ち
外

国
通
貨
又
は
電
子
決
済
手
段
等
以
外
の
財
産
的
価
値
（

国
通
貨
又
は
暗
号
資
産
以
外
の
そ
の
他
の
財
産
的
価
値

動
産
及
び
不
動
産
を
含
む
。
以
下
「
そ
の
他
の
財
産
的

（
動
産
及
び
不
動
産
を
含
む
。
以
下
「
そ
の
他
の
財
産

価
値
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、

的
価
値
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
さ
れ
る
も
の
で
あ
つ

当
該
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
本
邦
通
貨
と
そ

て
、
当
該
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
本
邦
通
貨

の
他
の
財
産
的
価
値
と
の
間
の
換
算
は
、
当
該
規
定
に

と
そ
の
他
の
財
産
的
価
値
と
の
間
の
換
算
は
、
当
該
規
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お
い
て
そ
の
額
に
つ
い
て
当
該
換
算
を
す
べ
き
支
払
等

定
に
お
い
て
そ
の
額
に
つ
い
て
当
該
換
算
を
す
べ
き
支

又
は
取
引
が
行
わ
れ
る
日
の
属
す
る
月
の
前
月
の
末
日

払
等
が
行
わ
れ
る
日
の
属
す
る
月
の
前
月
の
末
日
の
当

の
当
該
支
払
等
又
は
取
引
の
対
象
と
な
る
そ
の
他
の
財

該
支
払
等
の
対
象
と
な
る
そ
の
他
の
財
産
的
価
値
の
時

産
的
価
値
の
時
価
等
の
額
を
用
い
て
行
う
も
の
と
す

価
等
の
額
を
用
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

る
。

２

令
第
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
支
払
等
の
う
ち

２

令
第
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
支
払
等
の
う
ち

そ
の
他
の
財
産
的
価
値
に
よ
り
さ
れ
る
も
の
に
つ
い

そ
の
他
の
財
産
的
価
値
に
よ
り
さ
れ
る
も
の
で
あ
つ

て
、
当
該
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
本
邦
通
貨

て
、
当
該
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
本
邦
通
貨

と
そ
の
他
の
財
産
的
価
値
と
の
間
の
換
算
は
、
当
該
規

と
そ
の
他
の
財
産
的
価
値
と
の
間
の
換
算
は
、
当
該
規

定
に
お
い
て
そ
の
額
に
つ
い
て
当
該
換
算
を
す
べ
き
支

定
に
お
い
て
そ
の
額
に
つ
い
て
当
該
換
算
を
す
べ
き
支

払
等
が
行
わ
れ
る
日
に
お
け
る
当
該
支
払
等
の
対
象
と

払
等
が
行
わ
れ
る
日
に
お
け
る
当
該
支
払
等
の
対
象
と

な
る
そ
の
他
の
財
産
的
価
値
の
時
価
等
の
額
を
用
い
て

な
る
そ
の
他
の
財
産
的
価
値
の
時
価
等
の
額
を
用
い
て

行
う
も
の
と
す
る
。

行
う
も
の
と
す
る
。
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備
考

表
中
の
［

］
は
注
記
で
あ
る
。

別
紙
様
式
第
１
か
ら
別
紙
様
式
第
３
ま
で
の
様
式
中
「暗

号
資

産
交

換
業

者

」
を
「電

子
決

済
手

段
等

取
引

業
者

等

」
に

改
め
、
別
紙
様
式
第
３
中
「は

外
国

為
替

及
び

外
国

貿
易

法
第

２
５

条
第

１
項

」
の
下
に
「又

は
第

６
項

」
を
加
え
、
別

、

紙
様
式
第
４
及
び
別
紙
様
式
第
６
中
「暗
号

資
産

交
換

業
者

」
を
「電

子
決

済
手

段
等

取
引

業
者

等

」
に
改
め
る
。

（
輸
入
貿
易
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

輸
入
貿
易
管
理
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
「暗

号
資

産
交

換
業

者

」
を
「電

子
決

済
手

段
等

取
引

業
者

等

」
に
改
め
る
。

（
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
六
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
証
票
の
様
式
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
六
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
証
票
の
様
式
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
四
年
通
商

産
業
省
令
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
中
「
（罰

則

）
」
を
「第

９
章

罰
則

」
に
、
「該

当
す

る
者

は
」
を
「該

当
す

る
と

き
は

そ
の

違
反

行
為

を
し

、
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た
者

は

」
に
、
「し

た
者

」
を
「し

た
と

き

。

」
に
、
「十

二

」
を
「十
三

」
に
、
「十

一

」
を
「十

二

」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
国
際
的
な
不
正
資
金
等
の
移
動
等
に
対
処
す
る
た
め
の
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百
六
十

七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
貿
易
関
係
貿
易
外
取
引
等
に
関
す
る
省
令
別
紙
様
式
第
１
か
ら
別
紙
様
式
第
３
ま
で
、
別
紙

様
式
第
４
及
び
別
紙
様
式
第
６
並
び
に
輸
入
貿
易
管
理
規
則
別
表
第
一
に
よ
る
申
請
書
並
び
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
六
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
証
票
の
様
式
を
定
め
る
省
令
に
よ
る
証
票
に
つ
い
て
は
、
当

分
の
間
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
貿
易
関
係
貿
易
外
取
引
等
に
関
す
る
省
令
別
紙
様
式
第
１
か
ら
別
紙
様
式
第
３
ま
で
、

別
紙
様
式
第
４
及
び
別
紙
様
式
第
６
並
び
に
輸
入
貿
易
管
理
規
則
別
表
第
一
に
よ
る
申
請
書
並
び
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正

前
の
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
六
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
証
票
の
様
式
を
定
め
る
省
令
に
よ
る
証
票
を
取
り
繕
い
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使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


